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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
相手端末と第1の周波数帯の電波を用いて、無線基地局を介した無線信号の入力伝送処理
と出力伝送処理を行う第1の通信回路と、
相手端末と前記第1の周波数と異なる第2の周波数帯の電波を用いて、無線信号の入力伝送
処理と出力伝送処理を行う第2の通信回路と、
前記相手端末から第2の通信回路が起動していないときに前記第1の通信回路を用いて受信
した、前記第2の通信回路を用いた通信要求に応じるか否かを判断する判断手段と、
前記判断手段により前記通信要求に応じると判断された場合は、前記第2の通信回路を起
動して、前記相手端末に対して前記第2の通信回路を用いた通信の接続要求を送信し、該
接続要求の応答を受信後、前記相手端末と前記第2の通信回路を用いた通信のセッション
を確立する制御手段と
を具備することを特徴とする携帯通信端末。
【請求項２】
　前記判断手段は、
相手端末と自端末とが、過去に前記第2の通信回路を用いた通信のセッションを確立した
ことがある場合には、前記相手端末が送信した前記第2の通信回路を用いた通信要求に対
して応じると判断することを特徴とする請求項１に記載の携帯通信端末。
【請求項３】
　前記判断手段は、



(2) JP 4383700 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

相手端末と自端末とが、過去に前記第2の通信回路を用いた通信のセッションを確立した
ことが無い場合には、ユーザ操作に基づいて前記第2の通信回路を用いた通信要求に応じ
るか否かを判断することを特徴とする請求項２に記載の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記第２の周波数帯の電波を用いた通信を行う通信アプリケーションを記憶する記憶部
とを更に備え、
前記制御手段は、前記相手端末と前記第2の通信回路を用いた通信のセッションが確立し
たことに応じて、前記通信アプリケーションを起動することを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか1項に記載の携帯通信端末。
【請求項５】
　前記第2の通信回路は、
　スペクトラム拡散通信によって相手端末との間に無線基地局を介さない無線信号の入力
伝送処理と出力伝送処理を行うことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか1項に記載の
携帯通信端末。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、携帯通信端末に関し、特に、Bluetoothによる通信の確立を簡単な操作で
シームレスに実現できる携帯通信端末に関する。
【０００２】
【発明の属する技術分野】
近年、携帯電話やＰＨＳ等、小型で高機能な携帯通信端末が広く普及し、これらの携帯通
信端末の利用形態も、音声通話だけでなく、インターネットへのアクセスや電子メールの
送受信、さらには所定のサーバから所定のコンテンツの配信を受ける等、多様化している
。また、これらの携帯通信端末により通信されるデータも、テキストデータからオーディ
オデータ、画像データ、プログラムデータなど多様化している。
【０００３】
また、携帯通信端末には、Bluetoothに代表される近距離無線通信機能を搭載し、この近
距離無線通信機能を有する端末同士でのダイレクト通信、即ちサーバや一般の通信ネット
ワークを介さずに端末間でダイレクトに情報をやり取りできるものもあり、携帯通信端末
間のみならず近距離無線通信機能を搭載したＰＣと接続してインターネット等にダイヤル
アップ接続する等、その利用形態はさらなる広がりを見せている。
【０００４】
ところで、携帯通信端末に搭載されるBluetooth通信機能は、消費電力等の問題から通常
使用されていないときには起動していない、即ちアクティブになっていない。したがって
、複数の端末間で通信を始める際には、まず、通信を行おうとする全ての端末のBluetoot
h機能をアクティブにする必要がある。
【０００５】
例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）と携帯電話とをBluetoothによって無線接続し
てダイヤルアップ接続する場合、ＰＣと携帯電話の双方のBluetooth機能をそれぞれに起
動していた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、離れた場所にいる複数のユーザが携帯電話同士でBluetoothによる通信を
行おうとした場合には、それぞれの携帯電話のBluetooth機能を同時期にアクティブにす
るために何らかのトリガが必要となる。
【０００７】
　この発明は、このように離れた場所にある携帯通信端末の近距離無線通信機能を、シー
ムレスに起動することのできる携帯通信端末を提供する。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するため、請求項１記載の発明は、相手端末と第1の周波数帯の電波
を用いて、無線基地局を介した無線信号の入力伝送処理と出力伝送処理を行う第1の通信
回路と、相手端末と前記第1の周波数と異なる第2の周波数帯の電波を用いて、無線信号の
入力伝送処理と出力伝送処理を行う第2の通信回路と、前記相手端末から第2の通信回路が
起動していないときに前記第1の通信回路を用いて受信した、前記第2の通信回路を用いた
通信要求に応じるか否かを判断する判断手段と、前記判断手段により前記通信要求に応じ
ると判断された場合は、前記第2の通信回路を起動して、前記相手端末に対して前記第2の
通信回路を用いた通信の接続要求を送信し、該接続要求の応答を受信後、前記相手端末と
前記第2の通信回路を用いた通信のセッションを確立する制御手段とを具備することを特
徴とする。
【０００９】
また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記通信要求を受信した旨
を報知する報知手段をさらに具備し、前記判断手段は、前記報知手段による報知に応答す
るユーザ操作に基づいて前記通信開始要求に応じるか否かを判断することを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記判断手段は、前記相
手端末に関する端末情報に基づいて該通信要求に応じるか否かを判断することを特徴とす
る。
【００１１】
　また、請求項４記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記判断手段は、前記通
信要求を受信した時間帯に基づいて該通信要求に応じるか否かを判断することを特徴とす
る。
【００１２】
　また、請求項５記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記判断手段は、前記通
信要求に応じるか否かの判断を、ユーザ操作に基づいて行うか自動的に行うかを切り替え
る切換手段を具備することを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項６記載の発明は、相手端末と無線基地局を介して第１の周波数帯の電波を
用いて無線通信を行う第１の通信手段と、相手端末と前記第１の周波数帯と異なる第２の
周波数帯の電波を用いて通信を行う第２の通信手段と、前記相手端末に対して前記第１の
通信手段により前記第２の通信手段を用いた通信要求を送信する送信制御手段と、前記送
信制御手段により通信要求を送信した後に相手端末より第２の通信手段を用いた通信の要
求を受け付けられるように、第２の通信手段を起動して相手端末からの第２の通信手段を
用いた通信の要求を待ちうけ、その後、前記相手端末と前記第２の通信手段を用いた通信
のセッションを確立する制御手段とを具備することを特徴とする。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明に係わる携帯通信端末の実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明す
る。
【００２３】
図１は、この発明に係わる携帯通信端末の構成の一例を示す図である。
【００２４】
図１において、携帯通信端末１は、制御部１１、無線電話通信部１２、近距離無線通信部
１３、通信開始要求生成部１４、アプリケーション起動部１５、メモリ１６とを具備して
構成される。
【００２５】
制御部１１は、各部を制御して携帯通信端末１の各種通信機能、およびデータ処理機能等
を統括制御する。無線電話通信部１２は、無線基地局を介した無線通信による情報の入出
力伝送処理を行い、電話網やインターネット等の一般の通信網を介した音声通話やメール
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の送受信等を実現し、近距離無線通信部１３は、制御部１１の制御信号に基づいて近距離
無線通信による情報の入出力伝送処理を行い、一般の通信網を介さない端末間でのダイレ
クトな通信を実現する。
【００２６】
通信開始要求生成部１４は、近距離無線通信を実行するに先立って、相手端末に対して近
距離無線通信部１３を用いた通信の開始を要求する通信開始要求を生成する。
【００２７】
メモリ１６は、携帯通信端末１が実装する各種アプリケーションを格納し、アプリケーシ
ョン起動部１５は、制御部１１からの制御信号に基づいてメモリ１６に格納された各種ア
プリケーションを起動する。
【００２８】
さて、この実施の形態では、近距離無線通信部１３にBluetooth送受信装置を用いた場合
を例に説明する。
【００２９】
ここで、Bluetoothとは、微弱電波（２．４ＧＨｚ帯の周波数）を用いた一対一方式（Poi
nt to Point）若しくは一対多方式（Point to Multi-Point）の近距離無線音声／データ
通信規格であり、複数の機器間での干渉を避けるためにスペクトラム拡散通信を行う。最
大通信距離は、送信出力に応じて３つのクラスがあるが、１０ｍ～１００ｍ程度である。
Bluetoothは、小型の無線トランシーバをベースに開発されており、このトランシーバに
はＩＥＥＥ８０２標準に準拠する４８ｂｉｔの固有のアドレスが割り当てられる。通信に
はバイナリＦＭ変調を用い、時分割による全二重通信を実現する。
【００３０】
このようなBluetoothによる近距離無線通信を行うには、まず、通信を行おうとする端末
のBluetooth通信機能をそれぞれアクティブにし、Bluetooth通信機能同士を互いに認識さ
せてセッションを確立する必要がある。
【００３１】
図２は、図１に示した端末間でBluetooth通信機能による通信を確立するための処理を説
明するフローチャートである。
【００３２】
Bluetooth通信を要求する側の端末（以下、イニシエータ端末という）は、ユーザ操作に
基づいて、近距離無線通信部１３を起動してBluetooth通信機能をアクティブにするとと
もに（ステップ１０１）、通信を希望する相手端末（以下、アクセプタ端末という）に対
してBluetooth通信による通信開始要求を無線電話通信部１２により一般の通信網を介し
て送信する（ステップ１０２）。なお、イニシエータ端末の近距離無線通信部１３を起動
するタイミングはこれに限らず、通信開始要求を送信した後でも良い。
【００３３】
アクセプタ端末は、無線電話通信部１２においてイニシエータ端末からの通信開始要求を
受信すると、この通信開始要求に同意するか否かを決定し（ステップ１０３）、同意する
場合には（ステップ１０３でＹＥＳ）、近距離無線通信部１３を起動してBluetooth機能
をアクティブにする（ステップ１０４）。なお、この通信開始要求に同意するか否かの同
意判定処理については、後に詳述する。
【００３４】
続いて、アクセプタ端末は、近距離無線通信部１３を介してイニシエータ端末にBluetoot
h接続要求を送信し（ステップ１０５）、イニシエータ端末がこのBluetooth接続要求に応
答することで（ステップ１０６）、両端末間でBluetooth接続セッションが確立する（ス
テップ１０７）。なお、Bluetooth接続要求は、イニシエータ端末が出しても良い。
【００３５】
このように、両端末間でBluetooth接続セッションが確立した後、イニシエータ端末およ
びアクセプタ端末は、それぞれ所定の通信アプリケーションを起動し（１０８）、これに
より、両端末間でBluetooth通信機能を用いた通信アプリケーションの利用が可能となる
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（ステップ１０９）。
【００３６】
さて、アクセプタ端末における通信開始要求に対する同意判定処理（ステップ１０３）は
、アクセプタ端末自身の状態や、通信開始要求とともに送られてくるイニシエータ端末に
関する情報に基づいて端末側で自動的に、若しくはユーザ操作に基づいて行わる。ここで
、イニシエータ端末に関する情報とは、イニシエータ端末の電話番号やメールアドレス、
このイニシエータ端末が具備するBluetooth通信機能の識別情報等である。
【００３７】
ユーザ操作に基づいて通信開始要求に応じるか否かを判定する場合、アクセプタ端末は、
まず、この通信開始要求とともに受信されるイニシエータ端末に関する情報を、図示しな
い表示部に表示するなどしてユーザに提示する。ユーザは、提示された識別情報、および
現在のアクセプタ端末の利用状況等に基づいて、アクセプタ端末の図示しないキー入力部
等からこの通信開始要求に同意するか否かを入力し、これにより、アクセプタ端末は、Bl
uetooth通信機能を起動するか否かを決定する。
【００３８】
次に、端末側で自動的に通信開始要求に応じるか否かを決定する場合について説明する。
【００３９】
図３は、この発明に係わる携帯通信端末の構成の別の一例を示す図であり、図１と同一の
部分を同一符号で示したものである。
【００４０】
図３において、携帯通信端末１は、イニシエータ端末からの通信開始要求に応じるか否か
の判断基準が設定されたBluetooth接続条件設定部１７をさらに有する。
【００４１】
Bluetooth接続条件設定部１７には、通信開始要求に応じるか否かを判断する際の条件が
設定されている。この条件は、例えば、
（１）イニシエータ端末の識別情報
（２）アクセプタ端末の利用状況
（３）時間
（４）利用する通信アプリケーション
等の項目に応じて設定され、Bluetooth接続条件設定部１７は、これらの項目のそれぞれ
に対応して、若しくは複数の項目の組み合わせに対応して、通信開始要求に応じるか否か
を定義している。
【００４２】
アクセプタ端末は、通信開始要求を受信すると、受信した通信開始要求や自身の状態を解
析してBluetooth接続条件設定部１７を参照し、この通信開始要求に応じるか否かを決定
する。
【００４３】
なお、上記の同意判定処理を、ユーザ操作に基づいて行うか所定の条件に基づいて端末が
自動的に行うかは、例えば、過去に１度も接続を確立したことのない端末に対してはユー
ザ操作に基づいて、１度接続を確立した端末に対しては自動的に接続を確立する等、条件
によって切り替えるようにすると良い。
【００４４】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明によれば、イニシエータ端末は、通信を希望するアクセ
プタ端末に対して電話網やインターネットといった第１の通信手段を介して通信開始要求
を送信し、アクセプタ端末は、イニシエータ端末からの通信開始要求に応じて両端末間に
第２の通信手段を用いた接続セッションを確立するので、第２の通信手段を用いた通信ア
プリケーションの起動を容易に行えるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係わる携帯通信端末の構成の一例を示すブロック図である。
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【図２】図１の携帯通信端末間でBluetooth通信機能による通信を確立するための処理を
説明するフローチャートである。
【図３】この発明に係わる携帯通信端末の構成の別の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　　　携帯通信端末
１１　　　制御部
１２　　　無線電話通信部
１３　　　近距離無線通信部
１４　　　通信開始要求生成部
１５　　　アプリケーション起動部
１６　　　メモリ
１７　　　Bluetooth接続条件設定部

【図１】 【図２】
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